
JP 6249429 B2 2017.12.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柄部と、この柄部の一端に設けられた毛部とを有する筆を干すための筆干し具であって
，
　自立性を有する脚部と，
　この脚部の上部に設けられていて，前記筆の柄部を，当該柄の軸方向が上下方向を向く
ように保持する保持部と，
を備え、
　前記保持部は、前記脚部の上部に設けられた本体の、前記脚部との接合部以外の部位に
設けられた薄肉部と、この薄肉部に設けられた放射状のスリットで形成された複数の弾性
を有する舌片とを備え、
　前記保持部の下方かつ前記脚部の横方向には、前記筆の柄部を、前記毛部が設けられて
いない他端側から前記保持部に挿入するための空間が形成され、
　かつこの空間は、この筆干し具の使用時において、横方向にも開放されることを特徴と
する筆干し具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，化粧用筆，刷毛，ブラシ等，柄部と毛部とを有する筆（主として化粧道具と
しての筆）を干す筆干し具に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来，例えば特許文献１に見られるような化粧用スポンジを干すためのネットは知られ
ている。
　また，化粧用の筆やブラシ等も広く知られている（例えば特許文献２）。
　しかし，筆を干す筆干し具は未だ提案されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平０７－２９４号公報
【特許文献２】特開２０１０－１３６７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は，筆を良好に干すことができる筆干し具を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために，本発明の筆干し具は，柄部と、この柄部の一端に設けられ
た毛部とを有する筆を干すための筆干し具であって，
　自立性を有する脚部と，
　この脚部の上部に設けられていて，前記筆の柄部を，当該柄の軸方向が上下方向を向く
ように保持する保持部と，
を備え、
　前記保持部は、前記脚部の上部に設けられた本体の、前記脚部との接合部以外の部位に
設けられた薄肉部と、この薄肉部に設けられた放射状のスリットで形成された複数の弾性
を有する舌片とを備え、
　前記保持部の下方かつ前記脚部の横方向には、前記筆の柄部を、前記毛部が設けられて
いない他端側から前記保持部に挿入するための空間が形成され、
　かつこの空間は、この筆干し具の使用時において、横方向にも開放されることを特徴と
する。
　この筆干し具によれば，洗った筆（例えば化粧用筆）を，その柄部を保持部に保持させ
て干すことができる。保持部は，筆の柄部を，当該柄の軸方向が上下方向を向くように保
持するから，筆を良好に干すことができる。なお，本願明細書において，「上下方向」と
は，鉛直方向およびそれに近い状態のみを意味するものではなく，筆を良好に干すことが
できる範囲内において筆の柄部を保持できる傾斜状態を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明に係る筆干し具の実施の形態を示す図で，（ａ）は平面図，（ｂ）は正断
面図，（ｃ）は図（ａ）における部分省略ｃ矢視図。
【図２】上記筆干し具の使用例の説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下，本発明に係る筆干し具の実施の形態について図面を参照して説明する。
【０００８】
　図１，図２に示すように、この実施の形態の筆干し具２００は，柄部２ｂと毛部２ｃと
を有する筆（例えば化粧道具である化粧用筆）２’’の毛部２ｃを干すための筆干し具で
あって，自立性を有する脚部２０３と，この脚部２０３の上部に設けられていて，前記筆
２’’の柄部２ｂを，当該柄２ｂの軸方向が上下方向を向くように保持する保持部（２０
２）とを備えている。
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【０００９】
　保持部（２０２）は、脚部２０３の上部に設けられた円板状の本体２０１に設けられた
円板状の薄肉部２０２と、この薄肉部２０２に設けられた放射状のスリット２０４で形成
された複数の弾性を有する扇状の舌片２０５とを備えている。
　保持部（２０２）と脚部２０３との間には、矢印Ｙで示すように、筆２’’の柄部２ｂ
を柄部２ｂ側から保持部（２０２）に挿入するための空間（矢印Ｙ参照）が形成されてい
る。
【００１０】
　この筆干し具によれば、洗い終わった筆２’’を，その柄部２ｂを矢印Ｙで示すように
，柄部２ｂ側から扇状の舌片２０５の中央部に下方から挿入して，扇状の舌片２０５の弾
性で保持させることができる。脚部２０３には幅広のスリット（開口）２０３ｓが設けら
れていて、前記空間（矢印Ｙ参照）は、この筆干し具の使用時において、横方向に開放さ
れているので，通気性が確保され，毛部２ｃを良好に干すことができる。
【００１１】
　以上，本発明の実施の形態について説明したが，本発明は上記の実施の形態に限定され
るものではなく，本発明の要旨の範囲内において適宜変形実施可能である。
【符号の説明】
【００１２】
　　２’’　　筆
２００　　筆干し具
２０２　　薄肉部（保持部）
２０３　　脚部
２０４　　スリット
２０５　　舌片

【図１】 【図２】
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